
【ライフル銃】　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 岐阜県公安委員会

　　　　　　　　　射撃場

　年 月

令和７年
４　月

１６日 (水) １８日 (金) １２日 (土)

５　月 ２１日 (水) １６日 (金) １０日 (土)

２０日 (金)

２１日 (土) ２１日 (土）

６日 (日)

１６日 (水)

２０日 (水) １５日 (金)

２４日 (日) １７日 (日) １７日 (日)

９　月 １７日 (水) １９日 (金) １３日 (土)

１０ 月 １５日 (水) １７日 (金) １１日 (土)

５日 (水)

１９日 (水)

１２ 月 １９日 (金)

令和８年
１　月

１６日 (金)

２　月 ２０日 (金)

３　月 ２７日 (金)

○ 射撃科目　ライフル射撃　　　・使用実包号数　大・小口径　　　・受講可能人数　４人
　　※ライフル実包は、当日、射撃場で購入できませんので、必ず、必要数を持参してください。
◎ 講習受講申込みに関する留意事項
１　申込みは、住所地を管轄する警察署で『技能講習受講申込書』１通に必要事項を記入し、講習日の１４日
　前までに手数料（岐阜県収入証紙１４，０００円分）を添えて、お申し込みください。
２　講習には受講可能な人数が定められており、先着順で受付をします。希望する日時場所での受講ができ
　ない場合があるため、講習は計画的に受講してください。
３　講習の申込み後、警察署で『技能講習通知書』が手渡されます。講習当日は、猟銃・空気銃所持許可証
　のほか『技能講習通知書』記載の携行品を持参の上、講習開始時間の１５分前までに受付を済ませて、講
　習の準備を行ってください。
４　やむを得ない事情等が生じた場合、開催日時、場所を変更することがあります。
※　令和７年３月１日以降、通称ハーフライフル銃の所持許可の更新には、原則、ライフル銃の技能講習修了
　証明書が必要です。また、当該銃に、散弾を発射可能な替え銃身がある場合には、ライフル銃以外の猟銃
　（散弾銃）の技能講習修了証明書も併せて必要となります。
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令 和 ７ 年 度 技 能 講 習 日 程 表
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